
 

公立大学法人埼玉県立大学地域手当に関する規程 

 

平成２２年４月１日 

規 程 第 ４ １ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人埼玉県立大学職員の給与に関する規則（平成２２年規則第  

２７号。以下「規則」という。）第１２条の規定による地域手当に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（地域手当の支給） 

第２条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

（端数計算） 

第３条 規則第１２条第２項の規定による地域手当の月額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。規則第２１条、第２３条第３項及び第４

項並びに、第２６条第３項に規定する地域手当の月額に１円未満の端数があるときも、同様とす

る。 

（その他） 

第４条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、理事長が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 


